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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　増幅器の出力端子と回路接地との間に選択的に接続され、且つ、第１の帯域選択回路に
供給される２つのイネーブル信号に基づいて、増幅帯域を第１の周波数帯域から第２の周
波数帯域に調節するように構成された第１の帯域選択回路と、
　前記増幅帯域を前記第１の周波数帯域に設定するように構成された第２の帯域選択回路
と、前記第２の帯域選択回路は、前記出力端子と前記回路接地との間に接続された選択さ
れたキャパシタを備え、
　前記第１の帯域選択回路と前記回路接地との間に選択的に接続され、且つ、前記増幅帯
域が前記第１の周波数帯域に設定されたときに、前記第１の周波数帯域に関連付けられた
第二高調波周波数を低減させるように構成された第１の高調波低減回路と
　を備える装置。
【請求項２】
　前記第２の帯域選択回路は、
　　前記出力端子と電源電圧との間に接続された第１のインダクタ
　を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第１の帯域選択回路は、
　　前記出力端子に接続された第１のインダクタと、
　　前記第１のインダクタに接続された第１のキャパシタと、
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　　前記増幅帯域を前記第２の周波数帯域に設定するために前記第１のキャパシタを前記
回路接地に選択的に接続するように構成されたスイッチと
　を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記第１の高調波低減回路は、
　　前記第１のインダクタに接続された第２のキャパシタと、
　　前記増幅帯域が前記第１の周波数帯域に設定されたときには、前記第１の周波数帯域
における前記第二高調波周波数の低減をイネーブルにし、前記増幅帯域が前記第２の周波
数帯域に設定されたときには、前記第２の周波数帯域の中央周波数を同調するために、前
記第２のキャパシタを前記回路接地に選択的に接続するように構成されたスイッチと
　を備える、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記増幅器は、第１のトランジスタ及び第２のトランジスタを備え、前記出力端子は、
前記第１のトランジスタのドレイン端子に接続される、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記第２のトランジスタのソース端子に結合され、前記増幅帯域が前記第２の周波数帯
域に設定されたときに第二高調波周波数を低減させるように構成された第２の高調波低減
回路を更に備える、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記第２の高調波低減回路は、
　　前記第２のトランジスタの前記ソース端子と、前記回路接地との間に接続されたイン
ダクタと、
　　前記第２のトランジスタの前記ソース端子と前記回路接地との間に接続されたキャパ
シタと
　を備える、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記第１の周波数帯域は、前記第２の周波数帯域の第２の中央周波数よりも周波数が低
い第１の中央周波数を有する、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　増幅器の出力端子と回路接地との間に選択的に接続され、第１の帯域選択回路に供給さ
れる２つのイネーブル信号に基づいて、前記増幅器の増幅帯域を第１の周波数帯域から第
２の周波数帯域に調節するための手段と、
　前記出力端子と前記回路接地との間に選択されたキャパシタを提供するための手段を含
み、前記増幅器の前記増幅帯域を前記第１の周波数帯域に設定するための手段と、
　調節するための前記手段と前記回路接地との間に接続され、前記増幅帯域が前記第１の
周波数帯域に設定されたときに、前記第１の周波数帯域における第二高調波周波数を低減
させるための手段と、
　を備える装置。
【請求項１０】
　前記増幅器の前記増幅帯域を前記第１の周波数帯域に設定するための前記手段は、
　　前記出力端子と電源電圧との間に接続された第１のインダクタ
　を備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　調節するための前記手段は、
　　前記出力端子に接続された第１のインダクタと、
　　前記第１のインダクタに接続された第１のキャパシタと、
　　前記増幅帯域を前記第２の周波数帯域に設定するために、前記第１のキャパシタを前
記回路接地に選択的に接続するように構成されたスイッチと
　を備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
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　低減させるための前記手段は、
　前記第１のインダクタに接続された第２のキャパシタと、
　前記増幅帯域が前記第１の周波数帯域に設定されたときには、前記第１の周波数帯域に
おける前記第二高調波周波数の低減をイネーブルにし、前記増幅帯域が前記第２の周波数
帯域に設定されたときには、前記第２の周波数帯域の中央周波数を同調するために、前記
第２のキャパシタを前記回路接地に選択的に接続するように構成されたスイッチと
　を備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記増幅器は、第１のトランジスタ及び第２のトランジスタを備え、前記出力端子は、
前記第１のトランジスタのドレイン端子に接続される、請求項９に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第２のトランジスタのソース端子に接続され、且つ、前記増幅帯域が前記第２の周
波数帯域に設定されたときに第二高調波周波数を低減させるように構成されたトラップす
るための手段を更に備える、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　トラップするための前記手段は、
　前記第２のトランジスタの前記ソース端子と、前記回路接地との間に接続されたインダ
クタと、
　前記第２のトランジスタの前記ソース端子と前記回路接地との間に接続されたキャパシ
タと
　を備える、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第１の周波数帯域は、前記第２の周波数帯域の第２の中央周波数よりも周波数が低
い第１の中央周波数を有する、請求項９に記載の装置。
【請求項１７】
　増幅器の増幅帯域が低周波数帯域に設定されることとなるか高周波数帯域に設定されこ
ととなるかを決定することと、
　前記増幅帯域が前記低周波数帯域に設定されることとなる場合には、前記増幅器の出力
端子と回路接地との間に接続された選択されたキャパシタを有する第１の帯域選択回路を
イネーブルにし、増幅器の前記出力端子と前記回路接地との間に接続された第２の帯域選
択回路をディセーブルにすることと、
　前記増幅帯域が前記高周波数帯域に設定されることとなる場合には、前記第１の帯域選
択回路をディセーブルにし、前記第２の帯域選択回路をイネーブルにすることと、
　を備える方法。
【請求項１８】
　前記増幅帯域が前記低周波数帯域に設定されることとなる場合に、低帯域トラップ回路
がイネーブルにされることとなるかどうかを決定することと、
　前記低帯域トラップ回路がイネーブルにされることとなる場合に、前記低周波数帯域に
関連付けられた第二高調波周波数を低減させるために前記低帯域トラップ回路をイネーブ
ルにすることと
　を更に備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記増幅帯域が前記高周波数帯域に設定されることとなる場合に、前記高周波数帯域に
関連付けられた第二高調波周波数を低減させるために高帯域トラップ回路をイネーブルに
することを更に備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記低周波数帯域は、前記高周波数帯域の第２の中央周波数よりも周波数が低い第１の
中央周波数を有する、請求項１７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【米国特許法第１１９条に基づく優先権の主張】
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【０００１】
　[0001]　本願は、本譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明確に組み込まれる、２
０１２年１２月１７日に出願された、「TUNABLE WIDEBAND DRIVER AMPLIFIER」と題する
米国仮特許出願第６１／７３８２５１号からの優先権の利益を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]　本願は一般にアナログフロントエンドの動作及び設計に関し、より詳細には、
アナログフロントエンドで使用するためのドライバ増幅器の動作及び設計に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]　ワイヤレスデバイスは、益々複雑になってきており、それは、より小さいチッ
プ及び回路基板上により多くの回路が組み込まれることに帰着する。例えば、ワイヤレス
デバイスにおいて使用される従来の送信機は、それぞれ低周波数帯域と高周波数帯域の両
方で信号を増幅させるために多数のドライバ増幅器（ＤＡ）を含みうる。特定の周波数帯
域に対して専用のＤＡを有することで、所望の増幅目標が達成されうるが、そのような実
現はいくつかの不利益も有しうる。例えば、多数のＤＡを利用することは、ダイエリア要
件の観点からコストの増加に帰着しうる。更に、アップコンバータのような、送信機内の
他の回路は、多数のＤＡ構成をサポートするように変形される必要があり、その結果、こ
の送信機の複雑性を増加させうる。
【０００４】
　[0004]　したがって、必要なものは、ワイヤレスデバイスにおけるダイエリア及び送信
機設計複雑性を減らすように構成された高効率の広帯域ドライバ増幅器である。
【０００５】
　[0005]　本明細書で説明される先の態様は、添付の図面と併せて考慮されるとき、以下
の説明を参照することによって、より容易に明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、同調広帯域ドライバ増幅器の例示的な実施形態を含むデバイスで使用す
るための送信機を示す。
【図２】図２は、図１に例示された同調広帯域ドライバ増幅器の詳細な例示的な実施形態
を示す。
【図３】図３は、図２に示されるドライバ増幅器の出力の広帯域周波数範囲を例示する周
波数プロットを示す。
【図４】図４は、ワイヤレスデバイスにおける広帯域増幅のための方法の例示的な実施形
態を示す。
【図５】図５は、同調広帯域ドライバ増幅器装置の例示的な実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　[0011]　添付の図面に関連して以下に記載される詳細な説明は、本発明の例示的な実施
形態の説明として意図されており、本発明が実施されることのできる唯一の実施形態を表
すことは意図されない。この説明全体にわたって使用される「例示的な」という用語は、
「例、実例、又は例示としての役割を果たす」を意味し、必ずしも、他の例示的な実施形
態よりも好ましい又は有利であると解釈されるべきではない。詳細な説明は、本発明の例
示的な実施形態の完全な理解を与えることを目的とした特定の詳細を含む。本発明の例示
的な実施形態がこれらの特定の詳細なしに実施されうることは当業者に明らかになるであ
ろう。いくつかの事例では、周知の構造及びデバイスが、本明細書に提示される例示的な
実施形態の新規性を曖昧にしないために、ブロック図の形式で示される。
【０００８】
　[0012]　図１は、新しい同調広帯域ＤＡの例示的な実施形態を含むデバイスで使用する
ための送信機１００を示す。送信機１００は、アップコンバータ１０４に送るべきベース
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バンドデータを出力するベースバンドプロセッサ１０２を備える。アップコンバータ１０
４は、ベースバンドデータを無線周波数（ＲＦ）信号へとアップコンバートし、このＲＦ
信号を同調広帯域ＤＡ １０６に入力する。同調ＤＡ １０６は、２つの選択可能な周波数
帯域へと分割される広い周波数範囲（即ち、８００ＭＨｚから２４ＧＨｚ）にわたり増幅
を提供するように構成される。同調ＤＡ １０６は、ベースバンドプロセッサ１０２から
帯域選択信号１１０を受け取る。帯域選択信号１１０は、増幅が提供されるであろう２つ
の選択可能な帯域のうちの１つを選択する。同調ＤＡ １０６は、また、ベースバンドプ
ロセッサ１０２からトラップイネーブル信号１１２を受け取る。トラップイネーブル信号
１１２は、第二高調波（2nd harmonic）及びより高い周波数の減衰を、増幅出力に提供す
るトラップ回路をイネーブル又はディセーブルにする。次に、同調ＤＡ １０６の増幅出
力は、送信のためにＲＡ信号が更に増幅される電力増幅器（ＰＡ）１０８に入力される。
様々な例示的な実施形態では、同調ＤＡ １０６は、広い周波数範囲にわたり増幅を提供
し、多数の増幅器を利用する従来の複数のＤＡ構成と比べてダイエリアを半分に減らすよ
うに構成される。
【０００９】
　[0013]　図２は、図１に例示される同調広帯域ドライバ増幅器１０６の詳細な例示的な
実施形態を示す。アップコンバータ１０４は、差動信号をシングルエンド信号に変換する
平衡不平衡変成器（パラン（balun））２０２に差動信号を出力する。シングルエンド信
号は、ＤＡ １０６のトランジスタ２０４に入力される。トランジスタ２０４は、トラン
ジスタ２０６とともに動作して、シングルエンド信号を増幅させ、トランジスタ２０６の
ドレイン端子２０８において増幅出力信号（ＤＡ出力）を発生させる。トランジスタ２０
４、２０６はカスコードペアとして構成されているが、増幅器１０６が任意の適切なトラ
ンジスタ構成を利用しうることに留意されたい。
【００１０】
　[0014]　例示的な実施形態では、第１の帯域選択回路２３８は、増幅器の増幅帯域を第
１の周波数帯域に設定するように動作する。第１の周波数帯域（本明細書では、低周波数
帯域とも呼ばれる）は、（ｆＬＢ）と指定された中央周波数を有する。第１の帯域選択回
路２３８は、インダクタＬＬＯＷ ２１０及び可変キャパシタ２１２を備える。インダク
タＬＬＯＷ ２１０は、ドレイン端子２０８と電源電圧（ＶＤＤ）との間に接続される。
可変キャパシタ２１２は、ドレイン端子２０８と回路接地との間に接続される。例示的な
実施形態では、インダクタＬＬＯＷ ２１０は、大きなインダクタンス値（即ち、４ｎＨ
）を有し、可変キャパシタ２１２は、同調キャパシタンス範囲（即ち、１－１０ｐｆ）を
有する。インダクタＬＬＯＷ ２１０及び可変キャパシタ２１２は組み合わさって、ＤＡ 
１０６について動作の第１の周波数帯域を設定する。例示的な実施形態では、インダクタ
ＬＬＯＷ ２１０及び可変キャパシタ２１２は、第１の周波数帯域の中央周波数（ｆＬＢ

）を８００ＭＨｚから１．４ＧＨｚへと同調するように構成される。
【００１１】
　[0015]　低帯域トラップ回路２３０は、動作の第１の周波数帯域で動作するときに、増
幅ＤＡ出力信号に第二高調波周波数低減を提供するように動作する。低帯域トラップ回路
２３０は、インダクタＬＨＩＧＨ ２２２とトランジスタ２３４のドレイン端子との間に
接続された可変キャパシタ２３２を備える。インダクタＬＨＩＧＨ ２２２は、ドレイン
端子２０８にも接続される。例示的な実施形態では、キャパシタ２３２は、１～６ｐｆの
範囲の同調キャパシタンス値を有し、インダクタＬＨＩＧＨ ２２２は、２ｎＨのインダ
クタンス値を有する。トランジスタ２３４は、回路接地に接続されたソース端子と、低帯
域（ＬＢ）トラップイネーブル信号２３６によって制御されるゲート端子とを有する。例
えば、ＬＢトラップイネーブル信号２３６が「高電圧」又は「イネーブル」状態であると
き、キャパシタ２３２が回路接地に結合されるように、トランジスタ２３４がオンにされ
る。ＬＢトラップイネーブル信号２３６が「低電圧」又は「ディセーブル」状態であると
き、キャパシタ２３２が回路接地から結合解除されるようにトランジスタ２３４がオフに
される。例示的な実施形態では、図１に例示されたトラップイネーブル信号１１２は、Ｌ
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Ｂトラップイネーブル信号２３６を備え、ベースバンドプロセッサ１０２又はデバイスの
何等かの他のエンティティによって発生させられる。
【００１２】
　[0016]　キャパシタ２３２が回路接地に結合されるように、ＬＢトラップイネーブル信
号２３６がトランジスタ２３４をイネーブルにする（又は、オンにする）とき、インダク
タＬＨＩＧＨ ２２２及びキャパシタ２３２の組み合わせは、動作の低周波数帯域にある
とき、増幅ＤＡ出力信号に対する第二高調波周波数低減を提供するために低帯域トラップ
回路を形成するように動作する。例えば、低帯域トラップ回路２３０がイネーブルにされ
るとき、低帯域中央周波数（ｆＬＢ）の第二高調波周波数（２ｆＬＢ）以上のＤＡ出力周
波数が低減又は減衰される。
【００１３】
　[0017]　例示的な実施形態では、第２の帯域選択回路２２０は、ＤＡ １０６の増幅帯
域を第２の周波数帯域に設定するように動作する。第２の周波数帯域（本明細書では、高
周波数帯域とも呼ばれる）は、（ｆＨＢ）と指定された中央周波数を有する。第２の帯域
選択回路２２０は、低帯域トラップ回路２３０を含む。例示的な実施形態では、第２の帯
域選択回路２２０はまた、キャパシタ２２４と直列に接続されたインダクタＬＨＩＧＨ 

２２２を備える。例えば、例示的な実施形態では、キャパシタ２２４は、１０ｐｆという
固定キャパシタンス値を有する。キャパシタ２２４は、同様に回路接地に接続されたソー
ス端子を有するトランジスタ２２６のドレイン端子に更に接続される。トランジスタ２２
６は、高帯域（ＨＢ）のイネーブル信号２２８に接続され、それによって制御されるゲー
ト端子を有する。例えば、ＨＢイネーブル信号２２８が「高電圧」又は「イネーブル」状
態であるとき、キャパシタ２２４が回路接地に結合されるようにトランジスタ２２６がオ
ンにされる。ＨＢイネーブル信号２２８が「低電圧」又は「ディセーブル」状態であると
き、キャパシタ２２４が回路接地から結合解除されるように、トランジスタ２２６がオフ
にされる。例示的な実施形態では、図１に例示された帯域選択信号１１０は、ＨＢイネー
ブル信号２２８を備え、ベースバンドプロセッサ１０２又はデバイスの何等かの他のエン
ティティによって発生させられる。
【００１４】
　[0018]　例示的な実施形態では、ＨＢイネーブル信号２２８及びＬＢトラップイネーブ
ル信号２３６の両方がイネーブル状態に設定されるとき、キャパシタ２２４及び２３２が
回路接地に結合されるように、トランジスタ２２６及び２３４がイネーブルにされる（即
ち、オンにされる）。この構成は、キャパシタ２２４及び２３２のキャパシタンス値を組
み合せて、キャパシタ２３２の同調に依存して、１０～１６ｐｆの総合キャパシタンス値
を作り出す。この総合キャパシタンスは、インダクタＬＨＩＧＨ ２２２、インダクタＬ

ＬＯＷ ２１０、キャパシタ２１２と組み合わして、ＤＡ １０６の増幅帯域を第２の（又
は、高い）周波数帯域に調節するように動作する。例示的な実施形態では、第２の帯域選
択回路２２０は、第２の周波数帯域の中央周波数（ｆＨＢ）を１．４ＧＨｚから２．４Ｇ
Ｈｚに同調するように構成される。
【００１５】
　[0019]　同調キャパシタ２１６及びインダクタ２１８を備えるタンク回路２１４は、ト
ランジスタ２０４のソース端子２４０と、回路接地との間に接続される。タンク回路２１
４は、ＤＡ １０６の増幅帯域が第２の（又は、高い）周波数帯域に設定されるとき、第
二高調波低減を提供するように動作する。例示的な実施形態では、インダクタ２１８は、
０．２５ｎＨのインダクタンス値を有し、同調キャパシタ２１６は、０．５～４ｐｆの範
囲のキャパシタンス値を有する。例えば、タンク回路２１４は、高帯域中央周波数（ｆＨ

Ｂ）の二次高調波（２ｆＨＢ）以上のＤＡ出力周波数が低減又は減衰されるように動作す
る。例えば、タンク回路２１４は、高帯域の高次高調波周波数（即ち、第二高調波（２ｆ

ＨＢ）及びより高い周波数）で高インピーダンスを示して、そのような周波数の発生を抑
制する。基本周波数（ｆＨＢ）において、タンク２１４は、著しく低いインピーダンスを
示し、共通ソース段の利得に対して小さなインパクトしか与えないであろう。更に、低周
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波数帯域において、インダクタ２１８が及ぼす影響はほぼなくなり、同調キャパシタ２１
６は、ディセーブルにされるか又はオフにされることができる。
【００１６】
　[0020]　様々な例示的な実施形態では、インダクタＬＬＯＷ ２１０、ＬＨＩＧＨ ２２
２、及び可変キャパシタ２１２、２１６、２３２の値は、製造中に、インストール中に、
又は動作中に設定されうる。例示的な実施形態では、インダクタＬＬＯＷ ２１０及びＬ

ＨＩＧＨ ２２２の値は、製造時に決定され、可変キャパシタ２１２、２１６、及び２３
２の値は、ベースバンドプロセッサ１０２によって動作中に決定される。例えば、例示的
な実施形態では、ベースバンドプロセッサ１０２から出力される帯域選択信号１１０は、
可変キャパシタ２１２、２１６、及び２３２をイネーブルにする、ディセーブルにする、
及び、その容量値を選択する制御信号（図２には示されない）を備える。
【００１７】
　[0021]　広帯域ＤＡ １０６の動作中、ＤＡ １０６の増幅帯域を、第１の（低い）周波
数帯域又は第２の（高い）周波数帯域のいずれかに設定するために、イネーブル信号２２
８及び２３６が使用される。各周波数帯域について、選択された帯域の中央周波数の第二
高調波周波数以上の出力周波数を低減又は減衰させるために、第二高調波低減は、自動的
にイネーブルにされるか又は選択的にイネーブルにされることができる。広帯域ドライバ
増幅器１０６の動作についてのより詳細な説明が以下に提供される。
【００１８】
　[0022]　図３は、ドライバ増幅器１０６のＤＡ出力の広い周波数範囲（即ち、８００Ｍ
Ｈｚ～２．４ＧＨｚ）にわたって増幅を例示する周波数プロット３００を示す。プロット
３００は、同調基本周波数（ｆＬＢ）を有する低周波数帯域にわたった増幅を示す。低周
波数帯域における動作は、第１の（又は、より低い）帯域選択回路２３８の動作から決定
される。プロット３００はまた、ＬＢトラップ回路２３０によって提供される低帯域周波
数の第二高調波（２ｆＬＢ）における第二高調波減衰（ＬＢノッチ）を示す。
【００１９】
　[0023]　プロット３００はまた、同調基本周波数（ｆＨＢ）を有する高周波数帯域にわ
たった増幅を示す。高周波数帯域における動作は、第２の（又は、より高い）帯域選択回
路２２０の動作から決定される。プロット３３０はまた、高帯域第二高調波トラップ回路
２１４によって提供される高帯域周波数の第二高調波（２ｆＨＢ）における第二高調波減
衰（ＨＢノッチ）を示す。
【００２０】
　[0024]　図４は、ワイヤレスデバイスにおける広帯域増幅のための方法４００の例示的
な実施形態を示す。例えば、方法４００は、図２に示されたドライバ増幅器１０６との使
用に適している。
【００２１】
　[0025]　ブロック４０２において、低周波数帯域での増幅が選択されるかどうかを決定
するために決定が行われる。例えば、ベースバンドプロセッサ１０２は、増幅帯域を設定
するために、ＨＢイネーブル信号２２８を出力する。ＨＢイネーブル信号２２８がディセ
ーブルされる場合、低周波数帯域での増幅が選択される。ＨＢイネーブル信号２２８がイ
ネーブルされる場合、高周波数帯域での増幅が選択される。低周波数帯域での増幅が選択
された場合、方法はブロック４０４に進む。高周波数帯域での増幅が選択された場合、方
法はブロック４１０に進む。
【００２２】
　[0026]　ブロック４０４において、低帯域での増幅がイネーブルにされる。例示的な実
施形態では、トランジスタ２２６がディセーブルにされ、それによって、キャパシタ２２
４を回路接地から結合解除するように、ＨＢイネーブル信号２２８がディセーブル状態に
設定される。結果として、インダクタＬＬＯＷ ２１０及びキャパシタ２１２を備える低
帯域選択回路２３８は、低帯域での増幅ために同調中央周波数（ｆＬＢ）を設定する。例
示的な実施形態では、インダクタＬＬＯＷ ２１０及び可変キャパシタ２１２は、第１の
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（低い）周波数帯域の中央周波数（ｆＬＢ）を８００ＭＨｚから１．４ＧＨｚへとチュー
ニングするように構成される。
【００２３】
　[0027]　ブロック４０６において、低帯域ノッチフィルタがイネーブルにされるべきか
どうかについての決定が行われる。例えば、ベースバンドプロセッサ１０２は、低帯域ノ
ッチフィルタがイネーブルにされるべきかを決定するために使用されるＬＢトラップイネ
ーブル信号２３６を出力する。ＬＢトラップイネーブル信号２３６がディセーブルにされ
た場合、低帯域ノッチフィルタはディセーブルにされ、方法は終了する。ＬＢトラップイ
ネーブル信号２３６がイネーブルにされた場合、低帯域ノッチフィルタはイネーブルにさ
れることとなり、方法はブロック４０８に進む。
【００２４】
　[0028]　ブロック４０８において、低帯域ノッチがイネーブルにされる。例示的な実施
形態では、ＬＢトラップイネーブル信号２３６は、トランジスタ２３４がキャパシタ２３
２を回路接地に結合させるように、低帯域トラップ回路２３０をイネーブルにするように
動作する。インダクタＬＨＩＧＨ ２２２及びキャパシタ２３２の組み合わせは、低帯域
第二高調波周波数（２ｆＬＢ）以上の周波数を低減又は減衰させるために、低帯域トラッ
プを提供するように動作する。
【００２５】
　[0029]　ブロック４１０において、高帯域増幅がイネーブルにされる。例示的な実施形
態では、トランジスタ２２６がイネーブルにされ、それによって、キャパシタ２２４を回
路接地に結合するように、ＨＢイネーブル信号２２８がイネーブル状態に設定される。結
果として、第２の帯域選択回路２２０がイネーブルにされる。追加的に、ＬＢトラップ回
路２３０は、ＬＢトラップイネーブル信号２３６によってイネーブルにされる。インダク
タＬＨＩＧＨ ２２２、キャパシタ２２４、及びキャパシタ２３２の組み合わせは、増幅
器１０６の増幅帯域を高帯域に押し上げる又は調節するように動作する。例えば、高帯域
での増幅を提供するために、中央周波数は（ｆＨＢ）に同調される。
【００２６】
　[0030]　ブロック４１２において、高帯域ノッチフィルタがイネーブルにされる。例示
的な実施形態では、インダクタ２１８及びキャパシタ２１６の組み合わせを備えるタンク
回路２１４は、高帯域第二高調波周波数（２ｆＨＢ）以上の周波数を低減又は減衰させる
ために、高帯域トラップを提供するように動作する。
【００２７】
　[0031]　したがって、方法４００は、従来の増幅器よりも、必要とされるダイエリアを
減らす、ワイヤレスデバイスにおける広帯域増幅を提供する。方法４００の動作が、他の
等価的な方法が可能となるように当業者によって再配列されうること、修正されうること
、又は変えられうることに留意されたい。
【００２８】
　[0032]　図５は、広帯域ドライバ増幅器装置５００の例示的な実施形態を示す。例えば
、方法５００は、図２に示されたドライバ増幅器１０６との使用に適している。一態様で
は、装置５００は、本明細書で説明されるような機能を提供するように構成された１つ又
は複数のモジュールによって実現される。例えば、ある態様では、各モジュールは、ハー
ドウェア及び／又はハードウェア実行ソフトウェアを備える。
【００２９】
　[0033]　装置５００は、増幅器の増幅帯域を第１の周波数帯域から第２の周波数帯域に
調節するための手段（５０２）を備える第１のモジュールを備える。この調節するための
手段は、増幅器の出力端子と回路接地との間で選択的に接続される。これは、ある態様で
は、第２の帯域選択回路２２０を備える。
【００３０】
　[0034]　装置５００は、増幅帯域が第１の周波数帯域に設定されるとき、第１の周波数
帯域において第二高調波周波数を低減させるための手段（５０４）を備える第２のモジュ
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ールを備え、この低減させるための手段は、調節するための手段と回路接地との間に接続
される。これは、ある態様では、第１の高調波低減回路２３０を備える。
【００３１】
　[0035]　当業者であれば、情報及び信号が、多種多様な技術及び技法のうちの任意のも
のを使用して処理又は表されうることを理解するであろう。例えば、上記説明の全体にわ
たって参照されうるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及びチッ
プは、電圧、電流、電磁波、磁場又は磁性粒子、光場又は光粒子、或いはこれらの任意の
組み合わせによって表されうる。トランジスタのタイプ及び技術が、同じ結果を達成する
ために、代用、再配列、又は他の方法で修正されうることに更に留意されたい。例えば、
ＰＭＯＳトランジスタを利用して示される回路は、ＮＭＯＳトランジスタを使用するよう
に修正されることができ、逆もまた同様である。このように、本明細書で開示された増幅
器は、様々なトランジスタタイプ及び技術を使用して実現されることができ、図面に例示
されているこれらトランジスタタイプ及び技術に限定されない。例えば、ＢＪＴ、ＧａＡ
ｓ、ＭＯＳＦＥＴのようなトランジスタタイプ又はその他のトランジスタ技術が使用され
うる。
【００３２】
　[0036]　当業者であれば、本明細書で開示された実施形態に関連して説明された実例と
なる様々な論理ブロック、モジュール、回路、及びアルゴリズムステップが、電子ハード
ウェア、コンピュータソフトウェア、又は両方の組み合わせとして実現されうることを更
に認識するであろう。このハードウェアとソフトウェアとの互換性を明確に例示するため
に、実例となる様々な構成要素、ブロック、モジュール、回路、及びステップが、概して
それらの機能の観点から上に説明されている。このような機能がハードウェアとして実現
されるかソフトウェアとして実現されるかは、特定の用途及びシステム全体に課せられて
いる設計制約に依存する。当業者は、特定の用途ごとに、説明された機能を様々な方法で
実現することができるが、このような実現の判定（decision）は本発明の例示的な実施形
態の適用範囲（scope）からの逸脱の原因になるとして解釈されるべきではない。
【００３３】
　[0037]　本明細書で開示された実施形態に関連して説明された実例となる様々な論理ブ
ロック、モジュール、及び回路は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳ
Ｐ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆ
ＰＧＡ）又は他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲート又はトランジスタ
論理回路、ディスクリートハードウェア構成要素、或いは本明細書で説明された機能を行
うように設計されたこれらの任意の組み合わせで実現されるか又は行われうる。汎用プロ
セッサはマイクロプロセッサでありうるが、代替として、このプロセッサは、任意の従来
のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、又はステートマシンでありうる。
プロセッサはまた、コンピュータデバイスの組み合わせとして、例えば、ＤＳＰと、１つ
のマイクロプロセッサ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携した１つ又は複数
のマイクロプロセッサ、又はその他のこのような構成との組み合わせとして実現されうる
。
【００３４】
　[0038]　本明細書で開示された実施形態に関連して説明された方法又はアルゴリズムの
ステップは、直接ハードウェアで、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュー
ルで、又は両者の組み合わせで具現化されうる。ソフトウェアモジュールは、ランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュメモリ、読取専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的プログ
ラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能プログラマブルＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ（
登録商標））、レジスタ、ハードディスク、リムーバルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、又は当
技術分野において知られているその他の形状の記憶媒体に存在しうる。例示的な記憶媒体
は、プロセッサがこの記憶媒体から情報を読み取り、この記憶媒体に情報を書き込むこと
ができるように、プロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサと一体化
されうる。プロセッサ及び記憶媒体はＡＳＩＣに存在しうる。ＡＳＩＣはユーザ端末内に
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存在しうる。代替として、プロセッサ及び記憶媒体は、ディスクリート構成要素として、
ユーザ端末に存在しうる。
【００３５】
　[0039]　１つ又は複数の例示的な実施形態では、説明された機能は、ハードウェアで、
ソフトウェアで、ファームウェアで、又はこれらの任意の組み合わせで実現されうる。ソ
フトウェアで実現される場合、これら機能は、コンピュータ可読媒体上で、１つ又は複数
の命令又はコードとして送信又は記憶されうる。コンピュータ可読媒体は、ある場所から
別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体及び
非一時的なコンピュータ記憶媒体の両方を含む。非一時的な記憶媒体は、コンピュータに
よってアクセスされることができる任意の利用可能な媒体でありうる。限定ではなく例と
して、このようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ又は他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置又は他の磁気記憶デバイス、或い
は、データ構造又は命令の形式で所望のプログラムコードを記憶又は伝送するために使用
可能であり、且つコンピュータによってアクセスされうるその他の媒体を備えうる。更に
、任意の接続は、厳密にはコンピュータ読取可能な媒体と呼ばれる。例えば、ソフトウェ
アが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳ
Ｌ）、又は赤外線、電波、及びマイクロ波のような無線技術を使用して、ウェブサイト、
サーバ、又は他の遠隔ソースから送信される場合には、この同軸ケーブル、光ファイバー
ケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、又は赤外線、電波、及びマイクロ波のような無線技術
は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用される場合、ディスク（ｄｉｓｋ）及びディ
スク（ｄｉｓｃ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）、光
ディスク、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク、及び
ブルーレイ（登録商標）ディスクを含み、ここで、ディスク（ｄｉｓｋ）は、通常磁気的
にデータを再生し、ディスク（ｄｉｓｃ）は、レーザーを用いて光学的にデータを再生す
る。上記の組み合わせもまた、コンピュータ可読媒体の適用範囲内に含まれるべきである
。
【００３６】
　[0040]　開示された例示的な実施形態の説明は、当業者であれば本発明の製造又は使用
を可能にするために提供される。これら例示的な実施形態への様々な修正は、当業者には
容易に明らかであり、本明細書で定義された包括的な原理は、本発明の精神又は適用範囲
から逸脱することなく他の実施形態にも適用されうる。このように、本発明は、本明細書
に示された例示的な実施形態に限定されるものであることを意図せず、本明細書で開示さ
れた原理及び新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えられるべきである。
　以下に本願発明の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　増幅器の出力端子と回路接地との間に選択的に接続され、且つ、増幅帯域を第１の周波
数帯域から第２の周波数帯域に調節するように構成された第１の帯域選択回路と、
　前記第１の帯域選択回路と前記回路接地との間に選択的に接続され、且つ、前記増幅帯
域が前記第１の周波数帯域に設定されたときに、前記第１の周波数帯域に関連付けられた
第二高調波周波数を低減させるように構成された第１の高調波低減回路と
　を備える装置。
［Ｃ２］
　前記増幅帯域を前記第１の周波数帯域に設定するように構成された第２の帯域選択回路
を更に備え、前記第２の帯域選択回路は、
　　前記出力端子と電源電圧との間に接続された第１のインダクタと、
　　前記出力端子と前記回路接地との間に接続された第１のキャパシタと
　を備える、Ｃ１に記載の装置。
［Ｃ３］
　前記第１の帯域選択回路は、
　　前記出力端子に接続された第１のインダクタと、
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　　前記第１のインダクタに接続された第１のキャパシタと、
　　前記増幅帯域を前記第２の周波数帯域に設定するために前記第１のキャパシタを前記
回路接地に選択的に接続するように構成されたスイッチと
　を備える、Ｃ１に記載の装置。
［Ｃ４］
　前記第１の高調波低減回路は、
　　前記第１のインダクタに接続された第２のキャパシタと、
　　前記増幅帯域が前記第１の周波数帯域に設定されたときには、前記第１の周波数帯域
における前記第二高調波周波数の低減をイネーブルにし、前記増幅帯域が前記第２の周波
数帯域に設定されたときには、前記第２の周波数帯域の前記中央周波数を同調するために
、前記第２のキャパシタを前記回路接地に選択的に接続するように構成されたスイッチと
　を備える、Ｃ３に記載の装置。
［Ｃ５］
　前記増幅器は、第１のトランジスタ及び第２のトランジスタを備え、前記出力端子は、
前記第１のトランジスタのドレイン端子に接続される、Ｃ１に記載の装置。
［Ｃ６］
　前記第２のトランジスタのソース端子に結合され、前記増幅帯域が前記第２の周波数帯
域に設定されたときに第二高調波周波数を低減させるように構成された第２の高調波低減
回路を更に備える、Ｃ５に記載の装置。
［Ｃ７］
　前記第２の高調波低減回路は、
　　前記第２のトランジスタの前記ソース端子と、前記回路接地との間に接続されたイン
ダクタと、
　　前記第２のトランジスタの前記ソース端子と前記回路接地との間に接続されたキャパ
シタと
　を備える、Ｃ６に記載の装置。
［Ｃ８］
　前記第１の周波数帯域は、前記第２の周波数帯域の第２の中央周波数よりも周波数が低
い第１の中央周波数を有する、Ｃ１に記載の装置。
［Ｃ９］
　増幅器の増幅帯域を第１の周波数帯域から第２の周波数帯域に調節するための手段と、
調節するための前記手段は、前記増幅器の出力端子と回路接地との間に選択的に接続され
る、
　前記増幅帯域が前記第１の周波数帯域に設定されたときに、前記第１の周波数帯域にお
ける第二高調波周波数を低減させるための手段と、低減させるための前記手段は、調節す
るための前記手段と前記回路接地との間に接続される、
　を備える装置。
［Ｃ１０］
　前記増幅器の前記増幅帯域を前記第１の周波数帯域に設定するための手段を更に備え、
設定するための前記手段は、
　　前記出力端子と電源電圧との間に接続された第１のインダクタと、
　　前記出力端子と前記回路接地との間に接続された第１のキャパシタと
　を備える、Ｃ９に記載の装置。
［Ｃ１１］
　調節するための前記手段は、
　　前記出力端子に接続された第１のインダクタと、
　　前記第１のインダクタに接続された第１のキャパシタと、
　　前記増幅帯域を前記第２の周波数帯域に設定するために、前記第１のキャパシタを前
記回路接地に選択的に接続するように構成されたスイッチと
　を備える、Ｃ９に記載の装置。
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［Ｃ１２］
　低減させるための前記手段は、
　前記第１のインダクタに接続された第２のキャパシタと、
　前記増幅帯域が前記第１の周波数帯域に設定されたときには、前記第１の周波数帯域に
おける前記第二高調波周波数の低減をイネーブルにし、前記増幅帯域が前記第２の周波数
帯域に設定されたときには、前記第２の周波数帯域の前記中央周波数を同調するために、
前記第２のキャパシタを前記回路接地に選択的に接続するように構成されたスイッチと
　を備える、Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１３］
　前記増幅器は、第１のトランジスタ及び第２のトランジスタを備え、前記出力端子は、
前記第１のトランジスタのドレイン端子に接続される、Ｃ９に記載の装置。
［Ｃ１４］
　前記第２のトランジスタのソース端子に接続され、且つ、前記増幅帯域が前記第２の周
波数帯域に設定されたときに第二高調波周波数を低減させるように構成されたトラップす
るための手段を更に備える、Ｃ１３に記載の装置。
［Ｃ１５］
　トラップするための前記手段は、
　前記第２のトランジスタの前記ソース端子と、前記回路接地との間に接続されたインダ
クタと、
　前記第２のトランジスタの前記ソース端子と前記回路接地との間に接続されたキャパシ
タと
　を備える、Ｃ１４に記載の装置。
［Ｃ１６］
　前記第１の周波数帯域は、前記第２の周波数帯域の第２の中央周波数よりも周波数が低
い第１の中央周波数を有する、Ｃ９に記載の装置。
［Ｃ１７］
　方法であって、
　増幅器の増幅帯域が低周波数帯域に設定されることとなるか高周波数帯域に設定されこ
ととなるかを決定することと、
　前記増幅帯域が前記低周波数帯域に設定されることとなる場合には、第１の帯域選択回
路をイネーブルにし、第２の帯域選択回路をディセーブルにすることと、
　前記増幅帯域が前記高周波数帯域に設定されることとなる場合には、前記第１の帯域選
択回路をイネーブルにし、前記第２の帯域選択回路をイネーブルにすることと、
　を備える方法。
［Ｃ１８］
　前記増幅帯域が前記低周波数帯域に設定されることとなる場合に、低帯域トラップ回路
がイネーブルにされることとなるかどうかを決定することと、
　前記低帯域トラップ回路がイネーブルにされることとなる場合に、前記低周波数帯域に
関連付けられた第二高調波周波数を低減させるために前記低帯域トラップ回路をイネーブ
ルにすることと
　を更に備える、Ｃ１７に記載の方法。
［Ｃ１９］
　前記増幅帯域が前記高周波数帯域に設定されることとなる場合に、前記高周波数帯域に
関連付けられた第二高調波周波数を低減させるために高帯域トラップ回路をイネーブルに
することを更に備える、Ｃ１７に記載の方法。
［Ｃ２０］
　前記低周波数帯域は、前記高周波数帯域の第２の中央周波数よりも周波数が低い第１の
中央周波数を有する、Ｃ１７に記載の方法。
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